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第１章 

計画の基本的な考え方 



１ 計画改定の趣旨 

 区は、平成 17 年（2005 年）3 月に、新たな基本構想を制定しました。 

 この基本構想は、真に豊かで持続可能な地域社会をつくりあげていくための

基本理念と、中野のまちの将来像を示した上で、10 年後に実現するまちの姿を

明らかにしています。 

 また、この基本構想は、人々が力をあわせてお互いの暮らしやまちの豊かさ

を高めていくための区民の共通目標であると同時に、区が区民の信託に基づき

行政を進める上で、最も基本的な指針となるものです。 

 この基本構想の掲げる理念と「10 年後に実現するまちの姿」を実現するため

の基本計画として、平成 18 年（2006 年）1 月に、「新しい中野をつくる 10 か

年計画」を策定し、取組を進めてきました。 

 その後、区を取り巻く社会経済状況の変化を踏まえ、平成 22 年（2010 年）

2 月に基本構想を一部改定し、基本計画も「新しい中野をつくる 10 か年計画

（第 2 次）」として改定をしました。 

 新たな基本構想を制定してから 10 年が経ちました。少子高齢化・人口減少

社会の到来、グローバル化の進展、情報通信技術の進展、いつ起きてもおかし

くない首都直下型地震、地球温暖化の進行など、時代が大きく変わる中でも、

中野のまちに魅力を感じ、安心して住み続けられるように、活力ある持続可能

な地域を作り出すことが大切です。 

 この度、この間の社会経済状況の変化や、国、都及び関連する民間サービス

等の動向、区の様々な施策の進捗状況を踏まえるとともに、これから先の長期

的な社会動向等を見据えて、基本構想を改定しました。 

 これを受け、「新しい中野をつくる 10 か年計画（第 3 次）」（以下「10 か

年計画」といいます。）として基本計画を改定しました。基本構想で描く将来

像、「10 年後に実現するまちの姿」の実現に向けて、新たな 10 年間の取組を

進めてまいります。 

 

 

２ 将来を見据え対応すべき社会状況等 

（１）少子高齢化・人口減少社会への対応 

 全国的に人口減少社会に突入しています。一方、区の人口は、ここ数年、増

加傾向にありますが、将来的には全国的な人口減少の影響を受ける見込みです。 

 少子化・人口減少が進む中、特に生産年齢人口 *の減少は、地域活動の担い手

を減少させ、地域を支える人材の不足を生むとともに、労働力人口 *の減少に伴
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う地域経済の縮小、そして、税収の減少にも繋がります。 

 また、急速に進む高齢化は、医療・介護、生活援護等の社会保障費の増加に

結び付き、人口減少と相まって区民一人あたりの負担も増加させる要因となり

ます。 

 将来における全国的な人口減少の影響を抑制するとともに、高齢化や人口減

少の局面においても、地域社会・地域経済の縮小を回避し、持続可能で豊かな

地域社会を形成するために、取り組んでいかなければなりません。 

 

（２）グローバル化の進展への対応 

 情報化の進展や交通機関の発達などにより、社会、経済、文化など様々な分

野で、国境を越えた、人、物、情報、資金などの移動や交流が進んでいます。 

 また、区内に在住する外国人や、区を訪れる外国人が増加しており、多種多

様な価値観、考え方を受け入れ、地域社会の中で共生していくという視点が必

要になっています。 

 海外を含めた幅広い地域の様々な人々との交流を行い、広い視野や新たな発

想により、グローバル社会に向けた機能づくりを進めていかなければなりませ

ん。 

 

（３）情報通信技術（ICT）の進展への対応 

 今後、情報通信技術（ICT）は益々の進展が見込まれ、かつ様々な分野での

ICT 活用が進んでいくと想定されます。 

いつでも、どこでも、区と区民、区と地域がやり取りできる仕組みの拡充や、

行政手続の一層の簡素化、訪問型などのより身近なより個別的な手厚いサービ

スの展開など、ICT を活用した質の高い行政サービスの提供に向けた取組を進

めていかなければなりません。 

情報セキュリティ対策を徹底し、ICT の効果的、効率的な活用を進め、地域

の新たな付加価値の創造に繋げていく必要があります。 

 

（４）首都直下地震等災害への備え 

 平成 23 年（2011 年）に発生した東日本大震災は、各地に甚大な被害をもた

らし、現在も復興に向けた活動が進められています。国は、今後 30 年以内に、

南関東地域でマグニチュード 7 クラスの地震が発生する確率は 70％と推測して

おり、地震に備えた安全・安心なまちづくりや復旧・復興への対応の基盤整備

が急務となっています。 

 また、近年は短時間の集中豪雨など、水災害への対応も重要になっており、

総合的な治水対策を進めることが必要です。 



 快適で暮らしやすい、安全・安心なまちづくりを進め、災害への備えを充実

させていかなければなりません。 

 

（５）地球温暖化への対応 

 温室効果ガスの増加による、地球温暖化に伴う気候変動は、最も深刻な環境

問題です。気候変動に関する政府間パネル（IPCC） *の第 5 次評価報告書によ

ると、このまま追加的な温室効果ガス抑制に取り組まないと、2100 年には、世

界の平均気温は、産業革命前の水準と比べて 3.7～4.8℃上昇するとされてい

ます。これを、2℃未満に抑制するには、温室効果ガス排出量を、2100 年には、

2010 年と比べてゼロ又はマイナスにする必要があるとされています。 

 また、気候変動の影響に対処するため、温室効果ガスの排出の抑制等を行う

「緩和」だけでなく、水害対策、熱中症対策やデング熱対策等「適応」を進め

ることが求められています。 

 環境負荷の少ない、地球にやさしい、低炭素なまちをめざして、区民、事業

者、区それぞれが役割を果たさなければなりません。 

 

 

３ 計画の性格 

 10 か年計画は、基本構想で描く基本理念を実践するとともに、10 年後の中

野のまちの姿を実現するために、区が取り組むべき方策を明らかにします。こ

の計画は、中野区自治基本条例の規定に基づく区の基本計画として、中長期的

な目標と戦略を明示し、目標を達成するための手段である事業について、予算

や人員などの経営資源を最大限に活用し、最も効率的、効果的に展開していく

ための基本的な方向を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の構成 

基本構想

10か年計画

個別計画

区政目標（毎年度） 予算（毎年度）

【図１】  計画の体系  
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４ 計画の構成 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 か年計画の第 2 章から第 4 章までの概要は、次のとおりです。 

■第 2 章…基本構想で描く 10 年後のまちの姿を実現するために区が取り組む

べき方策として、8 つの領域ごとに戦略を設定し、施策の展開を示しています。 

■第 3 章…8 つの戦略とその施策展開ごとに、目標を掲げて総合的、体系的に

取り組む「施策の方向」を明示しています。この「施策の方向」では、将来像

の達成状況の目安となる成果指標と目標値を設定するとともに、それを達成す

るための手段として「おもな取り組み」を示しています。 

「施策の方向」については、行政評価 *により、達成状況を常に検証しながら、

事業の見直し・改善を進め、10 年後のまちの姿を着実に実現していく取組へと

つなげていきます。 

■第 4 章…持続可能な行財政運営のための行財政運営の基本方針、10 年間の財

政フレームなどを示しています。 

【図２】  基本構想と 10 か年計画の構成  

第1章

新たな時代

に向けて

第2章

中野のまち

の基本理念

第5章

将来像の実現

を目指して

第3章 中野のまちの将来像

（8つの領域ごと）

第4章

10年後に実現するまちの姿

（8つの領域ごと）

（10年後以降のめざすべき将来像）

（10年後に実現する姿）

基本構想

第1章

計画の

基本的な

第2章

未来への扉をひらく

8つの戦略

第3章

10年後の中野の姿と

めざす方向

第4章

持続可能な

行財政運営

10か年計画



５ 計画と区政経営 

 区では、基本構想に描かれた「中野のまちの将来像」の実現に向け、区民に

より高い価値を提供するという視点から、「目標と成果による区政経営」を進

めています。 

 行政活動を部門、分野及び施策に体系化し、それぞれに具体的な目標を定め、

その目標を実現するための取組を行っています。取組の成果は、目標達成度を

測る「成果指標と目標値」により評価することとしています。 

 この行政評価 *の結果を踏まえた施策や事業の見直し・改善につなげる経営シ

ステムは、区政経営の基本的なしくみです。 

 10 か年計画は、この区政経営における PDCA サイクル【図 3】の基本となる

ものであり、このサイクルを通じて常に見直しや執行方法の改善を図りながら

目標達成をめざしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３】  PDCA サイクル  

10か年計画をもとに、施策展開・事業

内容を組み立てる（区政目標の設定）

Plan（計画）

目標の実現に向けて、効率的に事業を

実施する

Do（実施）

行政評価によって目標の達成状況を検

証する

Check（評価）

評価をもとに、施策展開・事業内容を

見直し、改善する

Action （改善）

10か年計画をもとに、施策展開・事業

内容を組み立てる（区政目標の設定）

Plan（計画）

目標の実現に向けて、効率的に事業を

実施する

Do（実施）

行政評価によって目標の達成状況を検

証する

Check（評価）

評価をもとに、施策展開・事業内容を

見直し、改善する

Action （改善）
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６ 計画と財政運営 

 10 か年計画は、中長期的な目標と戦略を示す計画であり、これに基づく事業

は PDCA サイクルの中で目標達成をめざして展開していきます。個々の事業内

容や事業量は、常にその成果を把握しながら見直しを行っていくため、状況に

応じて変動します。したがって、この計画では、第 3 章の中で、目標達成をめ

ざした取組の展開や時期を 4 つのステップに分けて表しています。 

 10 年間の財政フレームについては、第４章の中で、計画の策定段階で想定す

る事業内容や実施時期を踏まえ、ステップごと（概ねステップ 1 からステップ

3 までは 2 年間ずつ、ステップ 4 を 4 年間）でまとめて示しています。 

 各年度の予算は、この財政フレームを基本として編成していきますが､目標

達成に向けた事業の変動等に的確に対応していくため、概ね 3 年程度の事業規

模を想定した中で予算の編成・管理を行うなど、柔軟な財政運営のもとで目標

の着実な実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10か年計画 平成28年度（2016年度）～平成37年度（2025年度）

平成37年度（2025年度）平成32年度（2020年度）

■ステップ （第３章）

■目標値 （第３章） 【見直し】

■財政運営 （第４章）

ステップ４
（概ね４年）

ステップ３
（概ね２年）

ステップ２
（概ね２年）

ステップ１
（概ね２年）

ステップ４ステップ３ステップ２ステップ１

財政フレーム

複数年型

単年度

【図４】  １０か年計画  



７ 計画期間と内容の改定 

 10 か年計画の計画期間は、平成 28 年度（2016 年度）から平成 37 年度

（2025  

年度）までの 10 年間です。この計画は、策定後も目標の達成度の検証などを

行いながら取組内容の改善を図るとともに、概ね 5 年後、または、今後、区を

取り巻く社会経済情勢が大きく変化した場合には必要に応じて改定していきま

す。 
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第２章 

未来への扉をひらく８つの戦略

方 



 

         環境共生都市戦略 （サステイナブル *なかの） 

         ～環境負荷の少ない、持続可能なまち～ 

 

 

 近年、CO２をはじめとした温室効果ガスが大量に大気中に排出されることで、

地球が温暖化しています。地球温暖化に伴う気候変動は、異常気象の頻発や海

水面の上昇など最も深刻な環境問題です。地球温暖化を防止することは、人類

共通の重大な課題であり、地球環境にやさしいライフスタイル *があらゆる世代

の日常生活に幅広く根付くとともに、省エネルギー、再生可能エネルギー *利用

等の取組や、ごみ発生抑制と資源化、身近なみどりを増やす取組を進めます。

進行する温暖化に伴う気候変動の影響にも適応しつつ、環境負荷の少ない低炭

素なまちづくりを進めていくことが重要です。 

 また、身近な生活環境が守られ、区民が安心して暮らし続けられることが大

切です。食の安全や薬物乱用の防止、動物愛護、害虫・害獣等への適切な対応

を進めていきます。 

 

 

 

 

展開１ 環境負荷の少ない低炭素社会 * 

 

展開２ 良好な生活環境が守られているまち 

戦略Ⅲ 

戦略Ⅲ  環境共生都市戦略                                                  
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【対応すべき課題】 

・温暖化の原因である CO２削減 

・積極的な再生可能エネルギー *の活用 

・温暖化に伴う気候変動への適応 

・さらなるごみ減量と資源化 

・限りある最終処分場 

・みどりの確保 

 

【主な施策展開】 

○ 地球環境にやさしいライフスタイル *と気候変動への適応等を推進します 

 ・なかのエコポイント制度の拡充等により、日常生活や事業活動の中で地球

環境に配慮した行動の促進に取り組みます。 

 ・連携都市との環境交流を進め、都市と地方が連携して地球温暖化の防止に

取り組みます。 

 ・温暖化に伴う気候変動による様々な影響に適応するため、水害対策、熱中

症対策やデング熱対策などの取組を着実に進めます。 

 ・中野駅周辺都市再生プロジェクトを中心として、エネルギーマネジメント *

の導入等により低炭素まちづくりを推進していきます。 

 ・区有施設について、必要な省エネルギー機器や再生可能エネルギー *を利用

した設備等の導入、緑化の推進等、環境に配慮した整備を行います。 

  

○ ごみの発生抑制と資源化を推進します 

 ・ごみを出さない生活スタイルを推進するとともに、ごみ減量への動機づけ

や費用負担の公平性を図るため、環境を整えた上で、家庭ごみの費用負担

の導入に取り組みます。 

 ・家庭から出されるごみの減量化や、新たな品目の資源化による資源の有効

活用に取り組みます。 

 ・事業系ごみについても事業系廃棄物収集届出制度を活用した指導の徹底等

によりごみの減量、資源化の促進に取り組みます。 

  

○ 身近なみどりを増やします 

 ・イベント・教室開催、表彰制度等に加え、新たに環境基金への寄付に、区

内のみどり保護育成コースを新設する等、地域緑化推進に取り組みます。 

 ・住宅、マンション等の新築、建替え時の緑化を推進し、身近なみどりの増

展開１ 環境負荷の少ない低炭素社会 * 

戦略Ⅲ  環境共生都市戦略                                                  



加に取り組みます。 

 ・大規模公園等の整備を進めるとともに、大小の公園を拠点とする遊歩道や

街路樹、地域のみどりを有機的に連携させ、まちの潤いを向上させていき

ます。 

 

戦略Ⅲ  環境共生都市戦略                                                  
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【対応すべき課題】 

・薬物乱用防止・危険ドラッグ撲滅 

・食の安全確保 

・愛護動物との共生 

 

【主な施策展開】 

○ 衛生環境の整った地域づくりを推進します 

 ・警察、医療機関等関係機関や区内大学、地域等と連携し、薬物乱用防止・

危険ドラッグ撲滅に向けた啓発活動等に取り組みます。 

 ・区民・食品事業者・行政を交えた食のリスクコミュニケーションの充実等

により食の安全・安心の確保を進めます。 

 

○ 地域での人と愛護動物の共生を促進します 

 ・畜犬登録と狂犬病予防接種の実施徹底、犬・猫等ペットの正しい飼い方・

しつけ方の啓発推進等により、地域での人と愛護動物の共生に向けた取組  

を進めます。 

 ・公園利用について、利用者にとって利便性の高い利用方法やルールを検討

し、ペット同行の入園についても推進を図っていきます。 

 

○ 良好な生活環境を維持・向上させます 

 ・騒音・振動・悪臭等への適切な対応や、自主防除の知識浸透と確実な駆除

により、感染症を媒介する害虫・動物等から地域を守る取組を進めます。 

 

 

 

展開２ 良好な生活環境が守られているまち 

戦略Ⅲ  環境共生都市戦略                                                  

 


